
 

 岡山市ひとり親家庭福祉会補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉向上のため、岡山市ひとり

親家庭福祉会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第２条 この補助金の交付の対象は、一般社団法人ひとり親家庭福祉会とする。 

 

（補助対象事業等） 

第３条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。 

(1) 各種研修会開催事業 

(2) 母子寡婦福祉大会開催事業 

(3) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の交流及び情報交換会等に資する事業 

(4) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の就労支援に資する事業 

(5) 母子家庭及び父子家庭の生活及び育児支援に資する事業 

(6) その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉向上に資する事業 

 

（補助基準） 

第４条 この補助金の交付金額は、市長が定めた額とする。 

 

   附 則  

この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 

この要綱は、昭和５７年８月２０日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年８月１日から施行し、令和４年６月２０日から適用する。また、令和４年

度においては、岡山市母子寡婦福祉連合会が令和４年６月２０日までに実施した事業及び支出し

た経費についても、本補助金の対象とする。 

 

 


